


参加申込書 団体名 （              ）地区連合会 

  （             ）町内会/自治会 

代表者氏名  

電話番号  

希望日 

※上記日程表より 1 つ選択してください。  

時間枠 

参加申込書 団体名 （              ）地区連合会 

  （             ）町内会/自治会 

代表者氏名  

電話番号  

希望日 

※上記日程表より 1 つ選択してください。  

時間枠 

参加申込書 団体名 （              ）地区連合会 

  （             ）町内会/自治会 

代表者氏名  

電話番号  

希望日 

※上記日程表より 1 つ選択してください。  

時間枠 

※上記日程表より 2 つまで選択してください。  

 

 

 

 

 

申込書 団体名 
（              ）地区連合会 

（              ）町内会/自治会 

代表者氏名  

電話番号  

希望日 
※上記日程表より 1つ選択し記載してください。 

           
（記載例：６月 18日（木）） 

時間枠 
※上記タイムスケジュールより最大 2つまで選択し記載してください。 

         
（記載例：第 1枠と第 2枠の 60分希望） 

実施回 開催月 開催日（原則第 3木曜日） 申込期限（先着順） 

第 1回 令和 8年 6月 6月 18日（木） 6月 8日（月） 

第 2回 令和 8年 7月 7月 16日（木） 7月 6日（月） 

第 3回 令和 8年 9月 9月 17日（木） 9月 7日（月） 

第 4回 令和 8年 11月 11月 19日（木） 11月 9日（月） 

第 5回 令和 9年 1月 1月 21日（木） 1月 1２日（火） 

※日程は変更になる場合があります。 

 
 
 
 
 
 

TEL：079-427-9195  FAX：079-441-7161 

項目 相談時間帯 項目 相談時間帯 

第１枠 14：00～14：30 第４枠 15：30～16：00 

第２枠 14：30～15：00 第５枠 16：00～16：30 

第３枠 15：00～15：30 第６枠 16：30～17：00 

※相談時間の指定はできません。 なお、１枠 30分には入替時間を含みます。 

※60分希望の場合は、連続する 2枠をご利用いただくこととなります。 

 

 

お問い合わせ ： 加古川市 市民活動推進課（加古川市加古川町篠原町 21-8 カピル 21ビル 5階） 

□町内会・自治会を対象に、町内会・自治会が抱える問題解決に向けて、弁護士が法律的な助言を行い、町

内会・自治会による自主的な解決を支援するための無料の法律相談会です。個人的な問題に対する相談

はできません。 

□１団体の相談回数は、同一年度内において３回までです。なお、同じ案件は２回までです。 

□裁判所において係争中、調停中の案件や、既に弁護士に依頼中の案件については、相談の対象としま

せん。 

□市が町内会・自治会に弁護士を斡旋することはできません。 

□この法律相談会における相談結果の概要については、個人情報を除き、統計資料の作成に利用する

ことがあります。 

 お申込みにあたって（主な了解事項ですので必ず確認ください） 

タイムスケジュール（各枠 30分）※入替時間を含む 

法律相談日程表（令和８年度） 


